
7墨田区のお知らせ「すみだ」　 2011年（平成23年）9月1日  http://www.city.sumida.lg.jp/

　＝電話　 　＝ファクス　 　＝ E メール　 　＝ホームページアドレス

＝内容　 ＝種別　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝持ち物　 ＝申込み　 ＝問合せ

広 告 相続問題など広く取扱っています。おしなり法律事務所（弁護士 馬屋原 潔、一弁）　 03-6658-4796

暮らし
健康
・福祉

仕事
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文化・
スポーツ

税金
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健
康
・

　
福
祉

初心者向け太極拳教室（全
4回）

10月6日～ 27日の毎週木曜
日午後1時半～ 3時半

すみだ福祉保健センター（向
島3－36－7）

区内在住で身体に障害のある方　 15人（抽選）　 無料　 住
所・氏名・ファクス番号を直接または電話、ファクスで9月15日ま
でに、すみだ福祉保健センター 5608－3723・ 5608－3720へ
＊申込時に手話通訳の希望可

　

子
ど
も

子育てママの、わたしの時
間「おしゃべりルーム」 
＂幼稚園ママに聞いてみよう＂

9月15日（木）午前10時～ 11
時

すみだ女性センター（押上2
－12－7－111）

先輩ママに幼稚園選びなどについての体験談を聞く　 区内在
住で幼稚園等に入園前の子どもとその母親　 先着15組　 無料

9月1日午前10時から電話で、すみだ女性センター 5608－
1771へ　＊子どもは別室でボランティアが保育

 

仕
事
・
産
業

あなたの夢をかなえる創
業セミナー

9月17日（土）午後2時～ 5時 すみだ中小企業センター（文
花1－19－1）

創業を成功させるためのポイントの解説と、区の融資制度を活用
して区内で創業した方の体験談　 区内で創業を考えている方など

先着30人　 無料　 事前に、講座名・氏名、勤務先の名称・
所在地・電話番号を電話または、ファクス、Ｅメールで、すみだ中
小企業センター 3617－4351・ 3617－4340・ school@
techno-city.sumida.tokyo.jpへ

工業振興スクール（経営
コース）「現場＂カイゼン＂
道場」（全2回）

10月5日（水）、11月9日（水）
午後6時～ 8時

自社の経営力を強化するための多面的な分析方法について、区内
製造現場の状況を踏まえながら学ぶ（講師による訪問アドバイスあ
り）　 区内中小企業の経営者や、工場長等の現場責任者、または
内容に関心のある方　 先着6社　 無料　 事前に講座名・氏名、
勤務先の名称・所在地・電話番号・業種を電話または、ファクス、
Ｅメールで、すみだ中小企業センター 3617－4351・ 3617－
4340・ school@techno-city.sumida.tokyo.jpへ

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区民体育祭

▶アーチェリー大会 9月18日（日）午後1時半～ 6
時

区総合体育館（錦糸4－15－
1）

男女別50ｍ・30ｍ　 無料　 住所・氏名・年齢・性別を、は
がき、または、ファクスで9月15日（必着）までに墨田区アーチェリー
協会事務局　岡安俊典（〒130－0004本所1－31－7） 3625－
1874・ 3625－1860へ

▶ハンドボール大会 9月19日（祝）午前8時～午後
6時

都立両国高等学校（江東橋1
－7－14）

男子、女子、高校生男子、中学生男子　 無料　 住所・氏名・
電話番号・チーム名・種別を電話または、はがき、ファクスで9月9
日（必着）までに墨田区ハンドボール協会事務局　新井美朗（〒130－
0021緑4－21－13） 3631－9082・ 3632－2302へ

▶相撲大会 9月25日（日）午前10時～午
後5時　＊受付は午前9時～
9時半

吾嬬第二中学校（八広4－4－
4）

幼稚園（年少・年長）、小学生（学年別）、中学生、一般（1部・2部）
無料　 住所・氏名・年齢・電話番号を電話または、ファクス

で9月25日までに墨田区相撲連盟事務局　菊池照雄 3614－
0870・ 3614－0878へ　＊電話受付は平日の午前9時半～午後5
時（祝日を除く）　＊当日会場でも申込可

▶バドミントン大会 ▶男子シングルス、女子ダブ
ルス＝10月23日（日）　▶男
子ダブルス、女子シングルス
＝10月30日（日）　＊いずれ
も午前9時～午後9時

区総合体育館（錦糸4－15－
1）

ダブルス（男女1 ～ 4部・壮年の部）、シングルス（男女1 ～ 4部・壮年
の部）　 1人800円　＊10月4日（火）午後6時半から区総合体育館で実
施する組合せ会議で支払　 住所・氏名・年齢・電話番号・種別を、は
がきで9月16日～ 24日（必着）に墨田区バドミントン連盟事務局　
板倉 美智恵（〒130－0024菊川3－14－1） 3631－6763へ　＊当日
はシャトルも持参

▶ お か あ さ ん バ レ ー
ボール大会

▶11月20日（日）午前9時～
午後9時　▶11月27日（日）
午前9時～午後6時

1部、2部　 1チーム3000円　 費用を持って直接、9月14日
までに墨田区おかあさんバレーボール連盟事務局　佐藤欣子（立川1
－14－4） 3631－6805へ　＊代表者会議を10月3日（月）午後7時
から、すみだ女性センター（押上2－12－7－111）で実施

▶民踊大会 11月20日（日）午前10時半～ 曳舟文化センター（京島1－
38－11）

1曲3000円（5分以内）　 費用を持って直接、9月13日（火）午後
6時半～ 8時に二葉小学校（石原2－1－5）へ　 墨田区民踊連盟　
前島利子 3631－5938

第2回ソフトテニス講習会 9月19日（祝）午前10時～午
後5時　＊雨天の場合は9月
23日（祝）に延期

文花テニスコート（文花1－
19－12）

▶一般＝400円　▶中・高生＝200円　▶小学生以下＝無料　 
＊当日会場で支払　 運動着（一般の方は、テニスウェア）、テニス
シューズ　＊ラケットの無料貸出しあり　 住所・氏名・年齢・電
話番号を電話または、はがき、ファクスで9月18日（必着）までに墨
田区ソフトテニス連盟事務局　猪飼直茂（〒131－0041八広2－12
－11） ・ 3617－4123へ　＊当日会場でも申込可

コース型教室「初心者ヨ
ガ」

10月3日（月）～ 12月26日
（月）　＊祝日を除く

両国屋内プール（横網1－8－
1）

区内在住在勤で16歳以上の方　 各コース30人（抽選）　 ▶ A・
B コース＝各1万2600円　▶ C・D・E・F コース＝各1万1550円　

教室名・希望コース・住所・氏名（フリガナ）・年齢を往復はがき
で9月10日（必着）までに両国屋内プール（〒130－0015横網1－8－
1） 5610－0050へ

▶月曜日 A・B コース
　（各コース全12 回）

▶ A ＝午後7時～ 7時50分
▶ B ＝午後8時～ 8時50分

▶水曜日 C・D コース
　（各コース全11回）

▶ C ＝午前10時～10時50分
▶ D＝午前11時～11時50分

▶金曜日 E・F コース
　（各コース全11回）

▶ E ＝午前11時～11時50分
▶ F ＝午後0時10分～ 1時

 

区
政
そ
の
他

中学校卒業程度認定試験
（国語、社会、数学、理科、
英語）

11月2日（水） 東京都教職員研修センター
（文京区本郷1－3－3）

やむを得ない理由で義務教育を修了していない方　 必要書類を
直接または郵送で9月8日～ 28日（消印有効）に文部科学省生涯学習推
進課（〒100－8959千代田区霞が関3－2－2）へ　 ▶学務課事務担
当 5608－6303　▶都教育庁地域教育支援部義務教育課 5320－
6752　▶文部科学省生涯学習推進課 5253－4111　＊受験案内、
願書は都教育庁（新宿区西新宿2－8－1第二本庁舎27階）で配布



8  http://www.city.sumida.lg.jp/ 墨田区のお知らせ「すみだ」　 2011年（平成23年）9月1日

　＝電話　 　＝ファクス　 　＝ E メール　 　＝ホームページアドレス

＝内容　 ＝種別　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝持ち物　 ＝申込み　 ＝問合せ

暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業子ども

文化・
スポーツ

税金
 ・国保 イベント

ぽけっと
（区主催以外）

区政
その他

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

　

暮
ら
し

「団体・サークル、人材・
指導者情報の展示」、「出
張生涯学習相談」

9月7日（水）～ 9日（金）▶展
示＝午前9時～午後7時　＊最
終日は午後3時まで　▶相談
＝午前10時～午後3時

区役所1階アトリウム ▶すみだ生涯学習センターに登録されている趣味・スポーツ・ボ
ランティア等の区内の団体・サークルおよび指導者・講師の情報展
示　▶生涯学習を始めてみたい方などの相談　 無料　 期間中、
直接会場へ　 すみだ生涯学習センター 5247－2008

弁護士による権利擁護法
律相談

9月15日（木）午後1時半～ 4
時半　＊毎月第3木曜日に開
催

すみだボランティアセンター
（東向島2－17－14）

▶判断能力が不十分な方への権利擁護法律相談　▶福祉サービス
の苦情相談　▶親族や後見人からの相談　 無料　 事前に電話
で、すみだ福祉サービス権利擁護センター 5655－2940へ

簡単、キレイ。「針と糸で
作るビーズアクセサリー」

（全2回）

10月5日（水）・12日（水）午
前10時～正午

みどりコミュニティセンター
（緑3－7－3）

16歳以上の方　 先着20人　 4150円（材料費・保険料込み）
糸切りばさみ　 9月2日から、みどりコミュニティセンター 
5600－5811へ　＊受付は午前9時～午後8時

　

健
康
・
福
祉

あなたに合った正しい歩
き方教室

9月15日（木）午前10時～ 11時
半　＊毎月第3木曜日に開催

すみだ健康ハウス（東墨田1
－2－6）

先着15人　 1000円（施設利用料込み）　 事前に、すみだ健
康ハウス 3610－5711へ　＊当日、空きがあれば会場でも申込可

有料在宅福祉サービス「す
みだハート・ライン21」・

「ミニサポート事業」の事
業説明会と入門研修

9月16日（金）午前10時～正
午

すみだボランティアセンター
（東向島2－17－14）

家事援助活動に協力していただける18歳以上の健康な方　 先
着40人　 無料　 事前に、すみだハート・ライン21事業室（亀
沢3－20－11関根ビル4階・すみだボランティアセンター分館内）　

5608－8102へ　＊協力会員の登録方法の詳細は申込先へ

生きがい講座「アンチエイ
ジング＂目指せ！マイナス
10歳＂」

9月27日（火）午後1時半～ 3
時半

すみだ女性センター（押上2
－12－7－111）

美学整顔学術学会の講師から、整顔（もみほぐし、顔の指圧など）
や整歩（ウォーキング、姿勢矯正など）について学ぶ　 おおむね
55歳以上の方　 先着50人　 無料　 事前に電話で、てーねん・
どすこい倶楽部事務局 5631－2577へ　＊受付は平日の午前10時
～午後4時　 高齢者福祉課高齢者相談担当 5608－6920

認知症を理解するための
講演会

9月27日（火）午後2時～ 4時 区役所会議室131（13階） 介護福祉専門学校の講師から認知症の方の介護方法について学ぶ
認知症について関心のある方など　 先着100人　 無料　 
当日直接会場へ　 高齢者福祉課高齢者相談担当 5608－6170

高齢者のデジタルカメラ
教室 （全4回）

9月29日～ 10月20日の毎週
木曜日午後1時半～ 3時半

立花ゆうゆう館（立花6－8－
1－102）

風景・人物・花のきれいな写し方について学ぶ　 区内在住で
60歳以上の初心者　 16人（抽選）　 300円（材料費）　 デジタ
ルカメラ　 9月6日までに立花ゆうゆう館 3613－3911へ

柔道整復師が教える転倒
予防のための「元気生き生
き体操教室」（各会場全4
回）

▶第1会場＝9月30日、10月
14日・21日・28日いずれも金
曜日　▶第2会場＝10月4日
～25日の毎週火曜日　▶第
3会場＝11月1日～22日の毎
週火曜日　▶第4会場＝11月
4日～ 25日の毎週金曜日　
＊いずれの会場も午後1時
20分～ 3時

▶第1会場＝曳舟文化センター
（京島1－38－11）　▶ 第2会
場＝みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）　▶第3
会場＝すみだ中小企業セン
タ ー（ 文 花1－19－1）　　
▶第4会場＝家庭センター

（亀沢3－24－2）

区内在住の65歳以上で、全日程参加でき、医師から運動を制限
されていない方　 各会場25人（抽選）　 無料　 9月15日まで
に高齢者福祉課高齢者相談担当（区役所4階） 5608－6178へ

介護予防のための「高齢者
筋力向上トレーニング教
室」（各コース全12回）

▶火曜日コース＝10月4日～
12月20日 の 毎 週 火 曜 日　 
▶金曜日コース＝10月7日～
12月16日の毎週金曜日と12
月27日（火）　＊いずれも午
後1時～ 2時45分

区総合体育館（錦糸4－15－
1）

　

高齢者向けの機器を使った無理のない運動　 区内在住で65歳
以上の初心者　＊ほかにも要件あり（詳細は申込先へ）　 各コース
10人（抽選後、当選者の中から選考）　 無料　＊9月26日（月）午後
2時～ 3時に現地で実施する説明会で、医師の診断書（費用は自己負
担）か特定健康診査等受診結果票の提出が必要　 9月15日までに
電話で高齢者福祉課高齢者相談担当 5608－6178へ

　大正12年9月1日に発生した関東大震災
から今日で88年、そして今年3月の東日本
大震災の発生から、今月で半年が経ちます。
今も被災地では、瓦

が れ き

礫撤去・仮設住宅建設な
どの復旧作業や、まちの復興に向けた取組が
懸命に進められています。
　墨田区と災害時応援協定を結んでいる仙台
市を5月に視察した際、自然災害の脅威を目
の当たりにし、区の災害対策の強化の必要性
を再認識しました。現在は防災行政無線に関
する調査や、駅周辺のホテル等による帰宅困
難者支援の協力依頼等に着手するとともに、
被災地支援に行かれた方のご意見等を聴きな
がら、様々な課題に対応できるよう｢墨田区地
域防災計画｣の見直しを行っているところです。

　東日本大震災は被災地だけでなく、区内の
中小企業にも受発注の減少などの影響が出て
います。先月、本区をはじめ、中小企業が集積
する6都市の首長等が集まり、｢中小企業都市
サミット｣が大田区で開催されました。サミッ
トでは、各都市の力を結集し、中小企業支援
を通じた日本のものづくりの再興に取り組ん
でいくことを宣言しました。また、政府等に
対し、省庁の枠を超えて復興支援策を加速さ
せ、融資制度の拡充や税制の抜本的見直し等
の中小企業政策に取り組むよう要望しました。
　復興への道のりは決して平

へい

坦
たん

ではありませ
んが、みんなで力を合わせて困難を乗り越え、
災害に強いまち＂すみだ＂、中小企業が元気な
まち＂すみだ＂をともに築いていきましょう。

震災を教訓に、そして震災からの＂ものづくりの再興＂に向けて

「中小企業都市サミット」では、＂ものづく
りと観光の融合＂をめざす区の産業振興
施策も紹介しました

墨田区長　山  昇


